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新工事看板の取扱いについて（お知らせ）

[bookmark: _Hlk212212813]平素より、金沢建設業協会及び金沢建設業協同組合の活動にご尽力を賜りお礼申し上げます。
さて、標記のとおり、新工事看板の取扱いについて、下記のとおりとしますので、協会員・組合員各位におかれましては、趣旨をご理解の上、ご対応いただきたく、ご案内申し上げます。

記

1． 新工事看板の取扱い
金沢市発注の工事においては、積算単価区分が「令和７年１０月以降」の工事より新工事看板を採用します。
それ以外の工事については、令和７年１０月１日より新工事看板とします。

２．新工事看板対象工事
　　　公共事業においては、特記仕様書に新工事看板の記載があった工事から新工事看板を使用します。
　　　なお、令和７年９月３０日以前の積算単価区分で発注された工事については、旧工事看板を使用します。

３．旧工事看板使用期間
　　　旧工事看板については当該工事が完了するまで使用します。
　　　ただし、工事完了後は、他工事への転用は禁止します。

４．備考
　　　「イメージアップ工事看板(未来への扉) 注文書」の記入に際しては、中段の表上部に「設計積算単価区分」欄を追加しましたので、該当する箇所にチェック（レ点）を記入願います。[bookmark: _Hlk212216473]金沢建設業協会　 佐藤
金沢建設業協同組合 　山田
Tel　　076－243-5868
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